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計 画 書 (案) 
 

 

阪神間都市計画道路の変更（西宮市決定） 

 

 

都市計画道路中 3.5.169 号門戸仁川線を次のように変更する。 

種 

別 

名  称 位    置 区 域 構       造 

備考 
番 号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 

幅 

員 

地表式の区間に 

おける鉄道等と 

の 交 差 の 構 造 

幹 

線 

街 

路 

3.5.169 門戸仁川線 
西宮市 

門戸荘 

西宮市 

段上町 

４丁目 

西宮市

神呪町 

約 

2,200 

ｍ 

地表式 2 車線 12ｍ 

JR 山陽新幹線と

立体交差 

阪急電鉄今津線と

立体交差 

 

 

  「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

 

理 由 
 

「別添理由書のとおり」 
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理 由 書 (案) 
 

 門戸仁川線は、西宮市門戸荘の国道171号との交差点を起点とし、同市段上町４丁

目の中津浜線との交差点に至る延長約2.2ｋｍの幹線街路である。 

 このたび、兵庫県施行の二級河川津門川地下貯留管整備事業にあわせ、国道171号

との交差点において安全で円滑な交通を確保するため、一部区間の道路線形を変更

する。  
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変 更 前 後 対 照 表 (案) 
 

 

：変更箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変
更 

種 

別 

名  称 位    置 区 域 構       造 

主  な 

変更内容 番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 

幅 

員 

変 

更 

前 

幹 

線 

街 

路 

3.5.169 門戸仁川線 
西宮市 

門戸荘 

西宮市 

段上町 

４丁目 

西宮市 

神呪町 

約 

2,200 

ｍ 

地表式 2 車線 12ｍ 

・一部区間の道路

線形変更 

変 

更 

後 

幹 

線 

街 

路 

3.5.169 門戸仁川線 
西宮市 

門戸荘 

西宮市 

段上町 

４丁目 

西宮市 

神呪町 

約 

2,200 

ｍ 

地表式 2 車線 12ｍ 
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３．５．１６９号 門戸仁川線 
総括図 (案) 1/10,000 
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３．５．１６９号 門戸仁川線 
計画図 (案) S=1/2,500 
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説明会実施状況および素案の閲覧結果 

 

・ 都市計画（素案）の説明会実施状況 

(1) 開催概要 

開催日時 ：令和 3 年 3 月 14 日（日）10：00～12：00 

開催場所 ：能登運動場 会議室 

参加者数 ：24 人 

 

(2) 意見の概要 

【都市計画に関すること】 

意見なし 

【事業に関すること】 

・ 事業化の必要性について（1 件） 

・ 用地買収、物件補償の時期について（3 件） 

・ 国道 171 号との交差点部にある横断歩道橋の撤去要望について（2 件） 

・ 景観への配慮要望について（2 件） 

 

・ 都市計画（素案）の閲覧（意見募集）結果 

(1) 閲覧概要 

閲覧期間：令和 3 年 3 月 25 日（木）～令和 3 年 4 月 8 日（木） 

閲覧方法：道路建設課窓口、市ホームページ 

広報方法：市政ニュース（令和 3 年 3 月 25 日号）、市ホームページにて周知 

 

(2) 閲覧（意見募集）結果 

閲覧者数：道路建設課窓口 2 件 

 ホームページアクセス件数 305 件 

提出された意見の総数：0 件 
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スケジュール (案) 
 

 
 

 
 

令
和
２
年
度 

変更素案の報告（市都市計画審議会） 

変更案の付議（市都市計画審議会） 

変更案の法定縦覧・意見書受付（2週間） 

都市計画変更（告示） 

意見書と市の考え方について説明・再付議 

（市都市計画審議会） 

都市計画変更（告示） 

意見書の提出がなかった場合 

6 月 10 日〜6 月 24 日 

意見書の提出があった場合 

11 月 13 日 

6 月 7 日 

8 月頃 

7 月頃 

9 月頃 

変更素案の閲覧・意見受付（2週間） 

関係機関協議 

3 月 25 日〜4 月 8 日 

4 月上旬〜下旬 

令
和
３
年
度 


